
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等

に関する法律施行規則の一部を改正する規則について

第１ 根拠となる法令等の条項

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の

一部を改正する法律（平成20年法律第52号。以下「改正法」という。）による改正後の

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平

成15年法律第83号。以下「法」という。）第７条第１項本文、第４号及び第６号並びに

第２項、第10条、第11条、第15条第１項、第17条第１項及び第２項、第18条第２項及び

第６項、第21条、第23条第１項並びに第30条

第２ 改正の趣旨及び概要

１ 趣旨

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

施行規則（平成15年国家公安委員会規則第15号）について、改正法の施行に伴い所要

の改正を行うほか、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための

措置を強化するための改正を行うもの。

２ 概要（条番号は改正後のものとする。）

(1) 平成20年12月上旬施行分

ア インターネット異性紹介事業の届出に関する手続（第１条及び第２条関係）

(ｱ) 事業開始、事業の廃止等に係る届出について、届出書の様式、提出先、提出

時期等を規定する。

(ｲ) 事業開始の届出における添付書類として、住民票の写し、成年被後見人等に

該当しない旨の登記事項証明書等を規定する。

(ｳ) 事業開始の届出事項である業務の実施の方法に関する事項（法第７条第１項

第６号）として、インターネット異性紹介事業のURL等を規定する。

イ 児童による利用の禁止の明示方法（第３条関係）

電子メールによる広告又は宣伝では、当該電子メールの表題部に、児童が当該

インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は

「18禁」と表示されるようにする。

ウ インターネット異性紹介事業者に対する監督措置に関する手続（第７条から第

11条まで関係）

指示、停止命令、処分移送通知等に関する手続を規定する。

エ 登録誘引情報提供機関（第12条から第19条まで関係）

(ｱ) 登録誘引情報提供機関について、登録に係る申請書の様式、添付書類等を規

定する。

(ｲ) 誘引情報提供業務の実施基準として、

○ 誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合におい

て、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。

○ 誘引情報提供業務に通算して６月以上従事した経験を有すること等一定の

条件を満たした者が常時誘引情報提供業務に従事すること。

○ 誘引情報提供業務が専任の管理者による管理の下で行われること。

○ 誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書に



記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。

○ 禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を事業者に提供する場合におい

て、その日時並びに当該情報の内容及びその送信元識別符号の記録を作成し、

その作成の日から１年間保存すること。

○ 誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提

供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。

を規定する。

(ｳ) 登録誘引情報提供機関の業務の実施に係る報告として、３月ごとに、その期

間内に事業者に提供した情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、

遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならないこととする。

(2) 平成21年２月１日施行分（児童でないことの確認の方法（第５条関係））

ア インターネット異性紹介事業者（以下「事業者」という。）が行う児童でないこ

との確認は、

○ 運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の

当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行

し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部

分に係る画像の送信を受ける方法

又は

○ クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法によ

り料金を支払う旨の同意を受ける方法

によることとする。

また、あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた異性交際希

望者に対し識別符号を付与している場合は、それ以降の利用の際に当該識別符号

を送信させる方法により児童でないことの確認を行うこととする。

さらに、識別符号の付与に関する事務については、一定の者に委託することが

できることとする。

イ アにかかわらず、事業者が異性交際希望者に対し、

○ 異性交際希望者が特定情報（①異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会

うために指定する日時及び場所に係る情報並びに②住所、電話番号、電子メー

ルアドレスその他の連絡先に係る情報をいう。以下同じ。）を書き込めるように

する役務

○ 異性交際希望者が他の異性交際希望者に係る特定情報を閲覧できるようにす

る役務

○ 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望

者に特定情報を伝達することができるようにする役務

のいずれについても提供しない場合は、

○ 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を

送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童で

ないことを確認する方法

又は

○ 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問

い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法

で足りることとする。


